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九

三
〇
〇

飼
蒼
．
‖
に
藝
。

指
定
洞
科
の
購
入
予
債
．

登
録
の
開
始
期
日
等
を

定
め
る
件
　
　
　
　
　
突

昭
和
二
十
四
年
竃
生
甘

し
よ
検
査
規
格
中
改
正
　
突

殴
薬
及
び
農
捜
具
の
紹

目
を
尭
め
る
告
飛
中
改

正
　
　
　
　
　
　
　
　
突

飼
料
配
藷
則
に
基
茸

指
定
飼
斜
の
晴
入
登
録

※
の
標
式
指
定
　
　
　
　
＝
ロ

伺
規
則
第
十
＝
欝
三

項
但
盟
の
一
定
地
区
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
捕

全
国
を
区
頒
と
す
る
鍬

医
師
の
団
体
指
鎚
　
　
　
一
一
≡

肥
料
配
霞
則
に
基
き

特
別
区
域
揖
定
　
　
　
　
三
混

営
杖
署
の
名
称
、
泣
置

及
び
管
綜
区
顧
旧
」
随
す

る
件
豊
正

農
地
萩
永
※
聾
有
に
関

す
る
件
中
改
．
疋

匪
産
補
齋
法
に
よ
り
租

苗
の
名
窟
登
録

℃
揚
狡
録
央
施
§
嘩

改
正国

営
號
喪
目
§

規
往
白
．
改
工

山
形
援
村
工
業
指
填
所

霜
貌
程
中
改
．
正

食
悶
管
碧
法
力
抱
行
に

関
す
る
W
中
改
．
正

配
沓
硯
樹
の
夏
精
の
配

合
瞬
合

昭
耕
二
十
三
年
蓮
釆
笈

痔
の
吸
府
買
入
極
坊
指

党
の
件
刀
附
記
〔
の
農

林
大
逗
の
定
め
る
讃

水
堕
鋤
の
説
路
指
定
の

件
中
．
改
正

京
．
用
漸
業
椎
免
許

禾
釈
箆
入
ざ
匝
の
慌
式

墾
κ
旧
様
弐
擦
止

　
　
　
馨
林
郁
除

加
工
水
儘
仇
の
主
要
な

生
耐
堪
域
等
を
道
助
る

件
設
先
旧
件
座
止

生
怪
水
産
勒
の
晶
租
」

キ
．
要
な
睦
揚
地
、
主
蒙

た
澗
蚤
地
挫
等
を
定
め

る
件
絃
定
田
件
廃
止
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髭
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ヤ
　
シ
　
　

巨
O
一
　
都
暦
県
営
か
ん
が
い
猫

　
　
　
　
丞
藁
醐
査
補
助
金
交

　
　
　
　
付
規
理
　
　
　
　
　
　
一
亘
巻

・
三
〇
一
一
　
国
営
麟
屍
農
舎
萱
付

　
　
　
親
彊
中
改
正
　
　
　
　
昌
（
四
き

三
〇
三
　
食
賠
魎
理
法
り
施
行
に

　
　
　
　
撃
る
件
中
整
講
呈
。

三
〇
四
　
食
報
管
理
壊
施
行
規
則

　
　
　
　
の
一
部
を
改
正
ナ
る
省

　
　
　
　
令
中
第
二
十
三
倫
の
＝

　
　
　
　
等
り
改
．
正
理
由
　
　
　
同

一’

黶
Z
竃
　
同
省
令
及
莫
聾
現

　
　
　
　
法
施
行
に
関
†
る
皆
示

　
　
　
　
の
一
部
改
正
の
碇
正
狸

　
　
　
　
由
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
●
底
称
省
、
碧
商
壷
業
省

　
　
」
一
小
ロ
需
要
者
に
対
し
て

　
　
　
　
割
り
当
て
ら
れ
る
指
定

　
　
　
　
生
騒
費
材
の
品
目
お
よ

　
　
　
　
び
救
量
　
　
　
　
　
　
、
，
突
吉

　
　
　
●
器
輯
器
糟
雀
、

　
　
一
　
小
口
需
要
者
用
搭
是
生

　
　
　
　
藍
費
材
園
当
申
誇
書
り

　
　
　
　
楳
式
　
　
　
　
　
　
　
〔
突
法

　
　
　
●
農
林
省
、
電
気
過
信
省

　
　
一
一
　
ト
P
ー
ル
ビ
底
ぴ
き
通

　
　
　
　
償
采
の
維
、
正
午
位
置

　
　
　
　
通
信
を
行
う
時
閉
及
び

　
　
　
　
使
用
屑
波
数
等
に
関
す

　
　
　
　
る
件
■
敬
正
　
　
　
　
　
一
閏
★
完

　
　
　
●
逼
商
産
端
省

　
士
五
　
竃
気
事
業
主
任
掻
術
者

　
　
　
　
費
路
検
蛍
駕
則
に
よ
る

　
　
　
　
認
定
学
校
お
よ
び
そ
の

　
　
　
　
卒
秦
者
の
貸
格
中
敢
正
　
　
5
　
蛤

　
七
六
臼
転
車
タ
イ
ヤ
チ
ユ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
　
垣

　
恕
七七七九八

プ
り
可
給
蘭
当
証
明
ゴ
公

文
書
の
躍
式

鉄
く
ず
責
爵
当
規
則

に
よ
る
権
限
の
一
部
を

鑓
商
産
蓼
局
登
へ
委
任

す
る
件

ガ
ス
力
使
用
樹
眠
の
期

間
答
を
定
め
る
件
設
定

　
旧
件
蹉
止

連
合
国
人
工
※
所
有
橦

職
後
措
置
含
に
よ
り
通

商
産
業
大
臣
が
指
定
し

た
屋
の
国
名
お
よ
び
同

令
の
疸
用
に
関
客
そ

一
ピ
　
エ

＝
六
三
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＾
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二

一
工
父
一

一
一
宍
三

一
＝
ハ
阻

顧
網
撫
淫
管
理
令
に
よ

り
第
一
東
仁
丸
等
を
所

有
者
に
返
垣

高
箸
蘭
散
学
梗
‖

島
曇
学
竣
の
研
億
科

り
入
学
期
日
竿

阜
時
海
藻
管
理
令
に
よ

り
閲
宮
丸
等
を
所
有
者

一」

ﾔ
還

照
用
品
の
型
式
承
認

周
防
灘
下
関
梅
峡
東
口

困
近
煤
面
の
麹
顔
蹟
の

航
行
を
蓉
止
す
る
件
中

改
正

底
島
商
、
備
鑑
頸
戸
西

部
附
近
舟
遠
り
麹
鉄
蔀

C
麺
灯
を
禁
止
す
る
件

中
改
．
正

目
本
国
右
鉄
蓬
の
役
員

又
は
栽
員
で
あ
つ
て
．
司

法
呉
察
穎
員
と
し
て
職

務
影
う
習
を
関
係
槍

事
正
と
協
譲
し
て
指
名

す
べ
き
者
わ
差
め
た
皆

示
中
蔭
正

　
　
　
　
　
　
　
　

酌
拍
遅
営
会
と
期
聞
よ

う
％
契
約
を
締
枯
ナ
る

こ
と
を
要
し
な
い
蕗
姐

の
担
定
の
件
ヰ
改
．
正

被
使
用
染
舶
ノ
所
打
者

ﾎ
シ
器
赫
叩
響
会
ガ

敦
描
フ
ベ
』
．
合
額
蛍
畠

幣
懸
，
舞
及
方

■
船
股
貝
試
簑
期

に
行
5
場
所
及
び
期
日

に
W
す
る
件
也
＆
．
正

階
罎
の
型
式
液
融

被
量
ノ
所
籾
者

ﾎ
シ
陪
曽
営
会
ガ

支
掃
フ
ベ
中
金
頸
並
＝

其
！
支
挽
ノ
僚
件
及
方

法
中
改
．
正

札
幌
獣
に
お
け
る
小
逗

嚢
の
新
規
免
狛
の
申

請
書
の
毎
出
期
日
延
期

倉
霧
業
者
の
営
諜
所

変
．
更

海
止
侭
佐
．
庁
の
事
務
所

の
殻
置
に
関
す
る
古
示

申
改
正

海
上
保
安
暑
の
殼
口
に

関
す
る
皆
示
中
亟
正

倉
雇
罷
券
の
■
秤
静
可

毒
上
保
安
庁
の
略
舶
の

蔓
ぴ
騒
に
関
す

る
件
中
改
正

小
蓮
蒙
の
新
規
免
許

取
級
方

　
　
　
　
還
口
璽
涜
会

の
決
定
布
項

㊧
営
萎
の
菖
所

変
見倉

藝
の
鴛
餐

止倉
ぽ
証
堤
の
発
行
昏
可

同
上

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

留
舶
迫
営
禽
と
勘
間
よ

壷
‖
る

　
こ
と
を
要
し
な
い
留
舶

　
の
指
定
の
件
嵩
歪

昭
用
晶
の
型
‡

自
動
車
璽
場
餌
廻

　
規
則
ソ
ー
－
よ
り
再
里
工
樹
、

　
一
級
及
び
一
蔽
宣
豊

　
工
燭
認
定

●
溺
上
保
曇
庁

　
昭
和
二
十
四
年
八
月
中

　
の
蟹
別
及
び
旬
領
別

　
海
諜
計
表

　
航
路
閤
恨
の
新
設
、
款

　
窟
、
そ
の
8
舶
の
航

　
行
に
関
し
て
必
髪
事

　
項

　
同
上

　
同
上

　
同
上

　
邸
孜
訥
毅
臨
官
の
身
分
証

　
町
冠
粟
の
様
式

　
新
屋
郵
使
局
（
薪
潟
県
）

　
改
耕

　
朝
詳
及
び
琉
球
諸
島
莞

　
木
郭
あ
て
逝
常
郭
便
駒

　
の
料
金

　
弦
政
省
池
方
貯
金
局
の

　
設
置
等
の
別
表
謀
正

　
長
町
泌
、
侭
局
探
瞼
分
室

　
〔
仙
台
市
〉
等
パ
止

　
郵
使
振
ぴ
貯
金
記
則
に

　
よ
る
小
切
手
翁
の
取
扱

　
興
煙
局
中
改
．
正

　
置
杵
牛
郵
唾
局
（
北
寵

　
道
）
再
開

ー

の
国
と
8
本
冒
と
の
旦

争
開
始
日
　
　
　
　
　
．
三
穴

自
転
車
、
リ
ャ
カ
ー
配

給
規
則
佑
一
㈱
第
二
項

の
視
定
に
よ
る
標
示
の

様
式
　
　
　
　
　
　
　
　
三
紅

自
転
牢
、
c
ヤ
カ
ー
の

配
給
踊
当
証
明
公
文
書

の
保
式
　
　
　
　
　
　
　
三
＝

臨
時
鉄
く
ず
頁
源
回
牧

漆
に
よ
り
脆
員
の
携
稽

す
，
へ
∋
証
票
の
庚
式
　
　
｝
署

石
裁
及
び
コ
ー
タ
ス
販

売
業
者
登
録
規
程
中
改

正賠
出
晶
取
締
法
聾
規

則
に
よ
る
検
宜
機
関
の

揖
庭
等
に
囲
す
る
件
中

改
．
正
　
　
　
　
　
　
　
　
一
唱

矯
商
藷
省
が
主
務
官

守
で
あ
る
場
合
の
小
口

悟
要
者
庸
指
促
生
籏
費

材
割
当
巾
諸
書
の
契
出

注
交
票
を
交
付
す
る
指

定
生
蔵
賢
材
の
品
口
、

注
文
票
の
線
式
等

輪
田
品
生
産
用
指
定
生

蔵
資
材
の
割
当
申
詩
に

関
す
る
件

小
充
案
者
が
点
放
小
切

　
符
と
引
キ
、
摸
え
ず
し
て

　
衣
料
昂
を
菜
り
潰
す
禍

　
合

　
衣
料
珂
符
規
則
第
七
嶺

　
の
規
定
に
よ
る
衣
騎
品

　
の
品
琉
お
よ
び
楓
数
指

　
定
の
件
中
改
正

　
衣
斜
晶
配
拾
規
則
第
一

　
蝋
η
規
定
に
よ
る
膿
維

　
製
品
指
定
の
玲
甲
改
正

　
特
許
局
C
発
行
に
依
る

　
印
刷
翰
り
発
行
時
期
、

　
定
価
及
び
克
掴
人
に
関

　
す
る
件
外
一
作
琉
止

　
指
定
生
産
賢
材
の
細
分

　
類
等
に
関
す
る
件
中
改

正
．●

遡
翰
蜜

　
倉
障
証
弥
の
発
行
許
可

　
目
勘
庫
瞭
絹
¶

　
正

　
倉
庫
窟
券
の
発
行
許
可
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富
田
蜀
便
局
貯
金
保
槍

分
室
（
四
日
市
市
）
廃
止

早
妓
郵
債
見
（
佐
世
保

市
）
等
移
転

熊
本
郵
便
周
（
熊
木
市
）

苫広島
駅
前
郵
便
局
広
島

廼
信
局
内
分
室
（
広
島

市
）
等
改
蛛

6
6
台
国
立
病
院
内
郵
便

局
〔
仙
台
市
）
等
設
蚤

第
囲
画
国
民
体
育
大
会

記
念
八
四
郵
使
切
手
殖

行
　
．

同
×
会
承
猷
鰭
援
記
念

特
殊
遮
儒
日
附
印
使
用

図
案
文
字
捧
入
通
信
日

附
印
硬
用
の
件
中
迫
加

逓
借
省
全
般
ノ
き
ワ

定
メ
ル
件
中
敏
正

問
委
字
ぷ
入
並
信
日

附
印
使
用
の
件
申
追
加

ま
目
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
大
会
配
念
八
阿
郵
使

切
手
罷
行

同
特
殊
通
筒
月
附
印
使

図
萎
宇
挿
入
蓮
佃
日

附
印
使
用
の
件
中
迫
加

八
代
出
町
郵
僅
局
（
八

代
市
〉
蔀
蟹

図
案
文
字
掃
入
通
信
日

器
の
ξ
加

秩
越
郵
便
局
（
広
島
県
）

改
弥

サ
ル
∀
ア
ド
ル
共
和
国

あ
て
郵
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